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研究成果の概要（和文）：　食料・農業・農村基本法の制定以降、地域からのボトムアップにより農業農村の活性化に
つなげる取り組みが行われている。本研究では、「農地リース特区制度」と「農地・水・環境保全向上対策（以下、向
上対策）」を対象として、計量経済学的手法を用いて、その効果を定量的に明らかにした。分析の結果、「農地リース
特区制度」の活用により企業の農業参入があった市町村では、耕作放棄地発生防止の効果と農家数の減少を緩和する効
果が認められた。また、「向上対策」により農業集落内の田の不作付地率の悪化が緩和されたことが明らかとなった。
さらに集落内の寄合活動や地域資源保全活動を活性化する効果も確認された。

研究成果の概要（英文）： Since the enactment of the Food, Agriculture, and Rural Areas Basic Act, policies
 for bottom-up from inside the communities revitalization of agricultural and rural villages have been con
ducted. In our research, the impact of special zones for farmland leases and measures to conserve and impr
ove land, water, and the environment on rural communities have been evaluated.
 The results are as follows. First, as an effect of special zones for farmland leases, the entrance of non
-agricultural firms has statistically significant effects on altering recent trends of abandoned cultivate
d lands and the number of farm households at the municipality level. Second, the measures decelerated the 
rates of increase of non-cultivated farmlands and positively influenced revitalization of village assembli
es and management of common-pool resources in the rural areas. 
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１．研究開始当初の背景 
農村地域での農家人口減少・高齢化などに

伴い、耕作面積の減少や耕作放棄地の増加に
みられる農地利用の停滞、農村の集落機能の
発揮による地域資源保全の困難化、農村地域
の衰退などが問題となっている。これらに応
じて、1999 年の食料・農業・農村基本法の制
定以降、新たな農業農村の活性化に向けた取
り組みが行われている。特に、農地利用の改
善や農業農村地域の活性化を目的とした対
策として「中山間地域等直接支払制度」（2000
年）、市町村などを通じて農業生産法人以外
の法人への農地の貸付を認める「農地リース
特区制度」（2003 年）、「農地・水・環境保全
向上対策」（2007 年）（2011 年度より、農地・
水保全管理支払交付金）があげられる。 
これらの政策対象は、「農地・水・環境保

全向上対策」では地域住民など多様な主体の
参画を得た活動組織、「中山間地域等直接支
払制度」では、5 年間以上継続して農業生産
活動を行う農業者等の組織である。そして、
「農地リース特区制度」では自治体（市町村）
提案による農業生産法人以外の法人の農業
への受け入れである。すなわち、これらの政
策対象は個別農家ではなく、農業集落を中心
とする活動組織や市町村といった地域によ
る取り組みが政策対象となっている。これま
での農業政策は、地域に対して画一的な政策
対応が政策手法として用いられたが、上記の
政策のような地域からのボトムアップによ
り農業農村の活性化につなげるという新た
な政策手法の有用性を検証する必要がある。
そのためには、これらの政策による農村活性
化や農地の有効利用の点において政策評価
を行う必要があり、政策への参加主体と非参
加主体から収集されたデータに基づいた定
量的な評価を行う必要がある。 
 
２．研究の目的 
本研究では、2007 年度に施行された農地や

農業用水路等の資源保全を目的とする地域
ぐるみでの共同活動を支援する「農地・水・
環境保全向上対策」や耕作放棄地や耕作放棄
されるおそれのある農地が相当程度存在す
る市町村を対象として、農業生産法人以外の
法人への農地の貸付を認める「農地リース特
区制度」の政策効果を明らかにする。 
これら政策の効果として、「農地リース特

区制度」は、農業生産法人以外の法人による
農業参入を認めることにより、担い手不足に
よる農地の遊休化を防止するとともに、雇用
創出による地域振興といった効果が表れる
と考えられる。また、「農地・水・環境保全
向上対策」では、農地や農業用水路等の施設
の保全による耕作放棄地の解消・発生防止、
農村環境の保全・向上が考えられる。また、
この政策は農家だけでなく地域住民を含め
た地域ぐるみでの活動が政策対象となるこ
とからソーシャルキャピタルの再生も政策
効果として表れると考えられる。 

これらの政策の効果を測定することによ
り、地域による取り組みが政策対象となる農
業政策の有用性の検証を行うことができる。
特に「農地リース特区制度」に関しては、そ
の政策効果を明らかにすることにより、農業
者や農業生産法人ではない株式会社などに
も農地の賃借を認めた「改正農地法」（2009
年）に対しても有用な示唆を提言できる可能
性がある。 
 
３．研究の方法 
（1）平成 24 年度は、「農地リース特区制度」
と「農地・水・環境保全向上対策」の政策意
図、政策効果・範囲の把握と「農地リース特
区制度」の政策評価を行う。 
 
① 各政策の、政策意図、政策効果・範囲を
把握するために、インタビュー調査を実施す
る。インタビュー調査において、「農地リー
ス特区制度」では、政策実施の地方公共団体
（市町村）、農地保有合理化法人、参入企業
に対して実施する。また、「農地・水・環境
保全向上対策」では、活動実施組織に対して
実施する。以上を踏まえ、多岐にわたる政策
効果の中から、農地利用や農村地域活性化に
関して予期される政策効果を明らかにする。
効果の指標として、農地利用の指標は耕作放
棄地、作付率、借入耕地率、貸付耕地率、農
村地域活性化の指標は、農家人口、高齢化率
などが考えられる。 

 
② 政策評価を行うためのデータセットの構
築を行う。「農地リース特区制度」の政策効
果を数量的に評価するためには、地域農業の
現状を詳細に記録した情報である農林業セ
ンサスを利用する。農業生産法人以外の法人
に農地の貸借を認める「農地リース特区制度」
は、2003 年 4 月から 2005 年 8 月まで実施さ
れている。そして、2005 年 9月より、この制
度は全国展開されている。そこで、「農地リ
ース特区制度」の前後に記録された農業情報
である『2000 年世界農林業センサス』と『2005
年農林業センサス』を利用し、日本全国を対
象に市町村レベルでのパネルデータの作成
を行う。すなわち、2000 年の農林業センサス
は「農地リース特区制度」が開始前の状態を
表すデータ、2005 年の農林業センサスは「農
地リース特区制度」の政策効果が含まれたデ
ータとして取り扱う。 

 

③ 「農地リース特区制度」への参加は、市
町村の判断に委ねられているため、セレクシ
ョンバイアスの可能性が留意される。政策効
果の計測にあたっては、政策効果をより偏り
なく推定する方法として提唱され、近年頻繁
に利用されている傾向スコアマッチング
（Propensity Score Matchin:PSM）および
差分の差（Difference in Differences:DID）
推定法を用いることにより、「農地リース特
区制度」による農地利用の改善や農村地域活



性化の効果を推定する。 
 
（2）平成 25年度は「農地・水・環境保全向
上対策」のプログラム評価と両制度の評価よ
り地域の取組を政策対象とする農業政策の
有用性を検証する。 
 

④ 政策効果を数量的に評価するために農林
業センサスを用いる。「農地・水・環境保全
向上対策」は、主として協定締結を通じた活
動組織（農業集落）を単位とする面的な広が
りを持つ地域を対象としており、農業集落を
単位として記録された農業情報により強く
反映されると考えられる。本制度は、2007 年
4月から実施されている。そこで、「農地・水・
環境保全向上対策」開始前に記録された
『2005 年世界農林業センサス』と『2010 年
世界農林業センサス』の集落個票データを利
用し、集落レベルのパネルデータを作成する。
2005 年の農林業センサスは「農地・水・環境
保全向上対策」開始前の状態を表すデータ、
2010 年の農林業センサスは「農地・水・環境
保全向上対策」参加の効果が含まれたデータ
として取り扱う。分析対象は、「農地・水・
環境保全向上対策」への取組率が最も高い北
海道とする。 
 
⑤ ③と同様の手法で、「農地・水・環境保全
向上対策」による農地利用や農村地域活性化
への効果を推定する。 
 
⑥ ①～⑤より、「農地リース特区制度」、「農
地・水・環境保全向上対策」の政策効果を明
らかにし、地域による取り組みが政策対象と
なる農業政策の有用性の検証を行う。 
 
４．研究成果 
（1）農地リース特区制度の政策効果 
農地リース特区制度の活用により企業の

農業参入があった市町村において、企業参入
が地域農業にもたらした影響を明らかにし
た。具体的には、企業参入による耕作放棄地
発生防止の効果と周辺農家に与える影響に
着目した。企業参入の成果指標として、耕作
放棄地発生防止に関しては耕作放棄地率を、
周辺農家への影響については、農家数、経営
耕地面積を取り上げ、企業参入の効果を推定
した。  
分析の結果から、農地リース特区導入によ

り企業の農業参入があった市町村では、耕作
放棄地発生防止の効果が認められた。また、
周辺地域の農家数の減少の抑制にも寄与し
ていることがわかった。ただし、経営耕地面
積の減少を抑制する効果は認められなかっ
た。 
以上より、農地リース特区制度は、企業の

農業参入を通して、制度本来の目的である耕
作放棄地発生の防止だけでなく、農家数の維
持といった政策効果を有していると考えら
れる。本稿の分析対象期間以降となる 2009

年には、農地法が改正され、特区に限らず、
農地貸借による企業の農業参入が可能とな
った。本稿の分析結果が示すように、企業が
農業に参入することにより、雇用の創出や農
地の維持などを通じて、地域農業を活性化さ
せる効果が期待される。 
 
（2）農地・水・環境保全向上対策の政策効
果 
農地・水・環境保全向上対策に関して農業

集落レベルの効果を明らかにした。具体的に
は、向上対策の共同活動支援が、農業集落内
の農地保全、農業集落の活動、地域資源の保
全活動に与えたインパクトを推定した。 
本稿の分析から得られた結果は以下のと

おりである。第 1に、共同活動支援への参加
によって、田の不作付地率の悪化を緩和する
効果が確認できた。第 2に、共同活動支援へ
の参加を通して、集落内の寄合活動や地域資
源保全活動の活性化を促す点が認められた。 
向上対策の目的は、農地・農業用水等の資源
や農村環境を守り、質を高める地域共同の取
り組みと、環境に配慮した先進的な営農活動
を支援することである。以上より、向上対策
は農村資源や農村環境の保全、活動組織の活
性化に寄与していることを示すものであり、
向上対策のような農業集落等への直接支払
は、これらの目的達成に向けた有効な施策で
あるといえる。 
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